
全国健康保険協会（協会けんぽ）の被保険者証について

○ 政府管掌健康保険（政管健保）については、現在、国（社会保険庁）で運営していますが、
平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなります。

○ これに伴い、10月1日以降、協会の健康保険（協会けんぽ）に加入された方には、新たな

被保険者証（以下参照）が発行されます。被保険者証は、従来と同様、被扶養者も含めて
加入者１人1枚のカードとなります。

○ なお、これまで政府管掌健康保険に加入されている方は、順次、新たな被保険者証への
切替えが行われますが、切替えが完了するまで、従来の被保険者証は引き続き医療機関
等で使用できます。（切替については、別途、お知らせをします）

【協会けんぽの被保険者証のイメージ】

（被扶養者用）（被保険者用）

（裏面）

【主な変更点等】
・カードの基本色は、従来のオレンジ色から水色となります。
・保険者名称欄が、「○○社会保険事務局（△△社会保険事務所）」から「全国健康保険協会
○○支部」に変わります。
・記号欄が、従来の「漢字かな文字」から「数字」になります。

・カードを斜めに傾けると、｢KYOUKAIKENPO｣の文字が浮かんで見えます。

※大きさはクレジットカードのサイズで、縦54ミリ、
横86ミリとなります。（イメージは原寸大）


